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徳島県情報公開・個人情報保護審査会答申情第１２６号

第１ 審査会の結論

徳島県知事の決定は、妥当である。

第２ 諮問事案の概要

１ 公文書公開請求

平成３０年１１月１４日、審査請求人は、徳島県情報公開条例（平成１３年徳島県

条例第１号。以下「条例」という。）第６条第１項の規定に基づき、徳島県知事（以

下「実施機関」という。）に対して「○○○の太陽光発電現場に行った出張命令、公

用車使用簿等（Ｈ３０年９月から現在まで）と報告書含む」についての公文書公開請

求（以下「本件請求」という。）を行った。

２ 実施機関の決定

平成３０年１１月２８日、実施機関は、本件請求に係る公文書について、「○○○

の太陽光発電現場に行った報告書（Ｈ３０年９月から現在まで）」（以下「公文書①」

という。）、「県有車両使用簿８０－１０（９月）、県有車両使用簿９－５７（１０月）

及び県有車両使用簿８０－１０（１１月）」（以下「公文書②」という。）及び「出張

命令（Ｈ３０年９月２１日、１０月１日、１１月５日）」（以下「公文書③」という。）

と特定し、公文書①については「当該公文書を作成し、又は取得しておらず、文書が

不存在であるため。」を理由とする公文書公開請求拒否決定処分（以下「本件処分」

という。）を行い、公文書②については公文書公開決定処分を行い、公文書③につい

ては条例第８条第１号に該当する部分を非公開とする公文書部分公開決定処分を行

い、審査請求人に通知した。

３ 審査請求

平成３０年１２年１７日、審査請求人は、本件処分を不服として、行政不服審査法

（平成２６年法律第６８号）第２条の規定に基づき、実施機関に対して審査請求を行

った。

４ 諮問

令和２年３月３１日（同年４月２日受付）、実施機関は、徳島県情報公開審査会（現

徳島県情報公開・個人情報保護審査会。（以下「当審査会」という。）に対して、当該

審査請求につき諮問（以下「本件事案」という。）を行った。

第３ 審査請求人の主張要旨

１ 審査請求の趣旨

本来出張したら報告書等はあるべき書類であり、出せ。
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２ 審査請求の理由

事件になり、逮捕者まで出た事件であり、又私と協議書を制作した中で報告書等が

ないのは可笑しい。

第４ 実施機関の説明要旨

実施機関から提出された弁明書によると、本件処分の理由は、おおむね次のとおり

である。

１ 本件処分を行った理由

本件請求における公文書①については、口頭により報告を行ったため、当該公文書

を作成し、又は取得しておらず、文書が不存在であるため、条例第１２条第３項の規

定により、本件処分を行ったものである。

２ 審査請求人の主張に関する説明

審査請求人が請求した文書は、不存在であるためである。

第５ 審査会の処理経過

本件事案に係る当審査会の処理経過は、次のとおりである。

年 月 日 内 容

令和２年３月３１日 諮問

令和６年１１月２９日 審議
第３部会（第１４回）

同 年１２月２３日 審議
第３部会（第１５回）

第６ 審査会の判断

当審査会は、本件事案について審査した結果、次のとおり判断する。

１ 本件事案の対象公文書について

審査請求人は、「報告書等がないのはおかしい。」と報告書や復命書の存在を主張し

ていると解されるが、出張後の報告書を復命書ということから、公文書の特定につい

ては争いがないものと認められる。当審査会としても、実施機関の行った公文書の特

定は妥当と判断し、実施機関が本件請求に係る公文書①は不存在であると主張してい

るため、以下、本件公文書の保有の有無について検討する。

２ 本件公文書の保有の有無について
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実施機関の弁明によると、本件請求における公文書①については、口頭により報告

を行ったため、当該公文書を作成し、又は取得しておらず、文書が不存在であるとの

ことである。

当審査会において、太陽光発電現場調査用務の内容について実施機関に確認したと

ころ、定期的に通常業務として農地転用の許可をした現場の確認を行っているもので

あり、違反なく計画どおり土地が使用されていたため、口頭による報告を行ったとの

ことであった。

徳島県職員服務規程（昭和４０年徳島県訓令第４９８号）第１０条第３項では、「職

員は、出張から帰任したときは、直ちに上司に口頭をもつてその概要を報告するとと

もに、週休日、休日及び代休日を除き、五日以内に復命書を作成して、これを提出し

なければならない。ただし、上司の承認を得たときは、復命書の提出を省略すること

ができる。」と規定されている。

実施機関の職員が現場確認を行った結果、特に違反なく計画どおり土地が使用され

ていたということであれば、口頭により報告を行い、上司の承認を得て復命書の提出

を省略したとしても不自然なことではないと認められる。

以上により、本件請求に係る公文書を作成し、又は取得しておらず、不存在である

との実施機関の説明に不合理な点はない。

３ 結論

当審査会は、本件事案を厳正かつ客観的に検討した結果、冒頭の「第１ 審査会の

結論」のとおり判断する。
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